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昨
年
４
月
１
日
に
「
中
小
企
業
等
協

同
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」

（
平
成
18
年
6
月
15
日
、
平
成
18
年
法
律

第
57
条
）
が
施
行
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ

の
改
正
さ
れ
た
法
律
を
施
行
す
る
た
め

の
関
係
政
省
令
等
も
施
行
さ
れ
た
。

　

組
合
法
改
正
に
伴
う
諸
届
出
等
の
事

務
管
理
に
つ
い
て
は
、
平
成
19
年
度
に

中
央
会
で
講
習
会
等
に
お
い
て
ご
案
内

し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
定
款
変
更
と
議

事
録
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
再
度
整
理

確
認
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

　

な
お
、
こ
こ
で
は
１
０
０
０
名
を
超

え
る
大
規
模
組
合
の
改
正
点
に
つ
い
て

は
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
く
。　

1
組
合
法
改
正
に
伴
う
定
款
変
更

　

法
改
正
に
伴
い
定
款
変
更
を
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
箇
所
が
あ
る
。

　

一
般
に
変
更
し
な
く
と
も
法
律
が
厳

し
く
な
れ
ば
、
法
律
に
従
う
こ
と
と
な

り
、
逆
に
緩
く
な
れ
ば
定
款
に
従
う
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
、
今
回
理
事
の
任

期
が
「
3
年
以
内
で
定
款
で
定
め
る
期

間
」
か
ら
「
2
年
以
内
で
定
款
で
定
め

る
期
間
」
に
変
更
に
な
っ
て
お
り
、
変

更
し
な
い
と
定
款
が
法
律
に
違
反
す
る

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
ど

う
し
て
も
定
款
変
更
を
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
。

　

今
回
の
法
改
正
に
合
わ
せ
、
全
国
中

小
企
業
団
体
中
央
会
で
は
、
昨
年
3
月

に
参
考
定
款
例
の
改
訂
版
を
提
示
し
て

い
る
。
い
ま
ま
で
と
比
較
す
る
と
以
下

の
点
の
変
更
が
必
要
な
箇
所
と
な
っ
て

い
る
。

①
第
5
条
（
公
告
の
方
法
） 

　

記
載
方
法
と
し
て
必
ず
し
も
二
つ
の

公
告
方
法
を
規
定
す
る
必
要
が
な
い
。

②
第
26
条
（
役
員
の
任
期
）

　

理
事
の
任
期
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
３

年
以
内
で
定
款
で
定
め
る
期
間
」
か
ら

「
２
年
以
内
で
定
款
に
定
め
る
期
間
」に
、

監
事
の
任
期
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
３
年

以
内
で
定
款
に
定
め
る
期
間
」
か
ら
「
４

年
以
内
で
定
款
に
定
め
る
期
間
」
に
変

更
さ
れ
た
。

③
第
30
条
（
代
表
理
事
の
職
務
等
）

　

理
事
長
の
職
務
権
限
が
明
確
化
さ
れ

た
。

④ 

第
41
条
（
総
会
の
招
集
手
続
き
の
方

法
）

　

総
会
招
集
通
知
に
は
、
決
算
書
、
事

業
報
告
書
、
監
査
報
告
書
を
同
封
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
ま
た
、
組

合
員
全
員
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
、
総

会
招
集
手
続
き
を
省
略
で
き
る
こ
と
に

な
っ
た
。

⑤
第
48
条
（
総
会
の
議
事
録
）

　

議
事
録
の
記
載
事
項
と
し
て
、
議
長

及
び
出
席
理
事
の
記
名
・
捺
印
が
不
要

と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
役
員
改
選
に
係

る
議
事
録
に
は
、
議
長
及
び
出
席
理
事

の
記
名
・
捺
印
が
必
要
で
あ
る
。

⑥
第
49
条
（
理
事
会
の
招
集
権
者
）

　

理
事
長
が
明
確
化
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
理
事
会
の
招
集
権
者
を
明
確
に
し
、

他
の
理
事
が
請
求
す
る
手
続
き
を
示
し

て
い
る
。

⑦
第
51
条
（
理
事
会
の
決
議
）

　

理
事
会
の
決
議
は
、
議
決
に
加
わ
る

こ
と
が
で
き
る
理
事
の
過
半
数
が
出
席

理
事
会
の
定
足
数
及
び
議
決
要
件
に
つ

い
て
、
過
半
数
を
上
回
る
割
合
を
定
款

又
は
規
約
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑧ 

第
53
条
（
理
事
会
の
議
長
及
び
議
事

録
）

　

理
事
会
で
の
議
決
事
項
を
書
面
で
決

議
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

2
通
常
の
定
款
変
更

　

定
款
は
、
組
合
自
体
で
勝
手
に
変
更

し
て
施
行
し
て
は
い
け
な
い
。
必
ず
変

更
の
認
可
を
行
政
庁
で
受
け
て
か
ら
施

行
す
る
こ
と
と
な
る
。
定
款
変
更
は
、

大
別
し
て
⑴
一
般
的
事
項
の
変
更
、　

⑵

事
業
計
画
又
は
収
支
予
算
に
係
る
変
更
、

⑶
出
資
一
口
の
金
額
の
減
少
に
係
る
変

更
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

な
お
、
申
請
期
限
は
定
ま
っ
て
な
い

が
、
変
更
が
認
可
さ
れ
て
か
ら
登
記
を

要
す
る
も
の
は
、
登
記
が
完
了
し
て
初

め
て
そ
の
効
力
が
発
生
す
る
こ
と
か
ら

考
え
て
、
変
更
を
決
議
し
た
総
会
又
は

総
代
会
の
日
か
ら
、
少
な
く
と
も
２
週

間
以
内
に
申
請
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑴
一
般
的
事
項
の
変
更

　

添
付
書
類
は
、
1.
変
更
理
由
書
、
2.

変
更
し
よ
う
と
す
る
箇
所
を
記
載
し
た

書
面
お
よ
び
3.
総
会
ま
た
は
総
代
会
の

議
事
録
（
謄
本
で
も
よ
い
）
で
あ
る
。

・
変
更
理
由
書
に
は
、
①
設
立
の
目
的

と
経
過
、
②
組
合
の
現
状
、
③
定
款
変

更
を
す
る
直
接
的
理
由
（
変
更
の
背
景

と
変
更
の
効
果
）、④
変
更
箇
所
の
条
文
、

を
内
容
と
し
て
盛
り
込
み
ま
と
め
る
。

・
変
更
し
よ
う
と
す
る
箇
所
を
記
載
し

た
書
面
と
い
う
の
は
、
変
更
条
文
の
新

旧
対
照
表
で
あ
る
。
記
載
は
原
則
と
し

て
一
ヶ
条
単
位
で
行
い
、
関
連
条
文
の

変
更
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
句

読
点
も
正
確
に
記
載
す
る
。　

・
議
事
録
に
つ
い
て
は
、会
社
法
の
施
行
、

組
合
法
の
改
正
等
に
よ
り
書
式
に
変
更

箇
所
が
あ
り
、
参
考
例
を
７
ペ
ー
ジ
に

掲
載
す
る
。

⑵
事
業
計
画
･
収
支
予
算
に
係
る
変
更

　

⑴ 

の
添
付
書
類
の
他
に
次
の
書
類
を

追
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ

通
常
総
会
に
お
け
る
定
款
変
更
と

議
事
録
作
成
の
ポ
イ
ン
ト
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ち
、
協
同
組
合
に
あ
っ
て
は
、
定
款
変

更
後
の
事
業
計
画
書
と
収
支
予
算
書
。

協
業
組
合
に
あ
っ
て
は
、
変
更
後
の
協

業
計
画
書
、
組
合
員
の
事
業
の
全
部
ま

た
は
一
部
協
業
を
す
る
旨
を
記
載
し
た

書
面
、収
支
予
算
書
。
商
工
組
合
で
あ
っ

て
共
同
経
済
事
業
を
行
っ
て
い
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
変
更
後
の
事
業
計
画
書
、

収
支
予
算
書
。

⑶
地
区
、
組
合
員
資
格
の
変
更

　

変
更
が
地
区
又
は
組
合
員
資
格
に
係

る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
加
入
申
込
者

名
簿
を
追
加
す
る
。
名
簿
に
は
氏
名
、

住
所
、出
資
口
数
、資
本
金
、従
業
員
数
、

業
種
を
記
載
す
る
。

⑷ 

出
資
一
口
の
金
額
の
減
少
に
係
る
変

更

　

⑴
の
添
付
書
類
に
次
の
書
類
を
追
加

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
財
産
目
録
、

貸
借
対
照
表
、
債
権
者
に
対
し
て
公
告

お
よ
び
催
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書

面
な
ら
び
に
異
議
を
述
べ
た
債
権
者
が

あ
っ
た
と
き
は
弁
済
、
担
保
の
提
供
ま

た
は
財
産
の
信
託
を
し
た
こ
と
を
証
す

る
書
面
。

3
定
款
変
更
の
留
意
点

⑴
書
式

　

定
款
変
更
認
可
申
請
書
お
よ
び
添
付

書
類
は
横
書
き
の
Ａ
４
版
に
し
て
、
一

括
「
袋
と
じ
」
し
申
請
者
で
あ
る
代
表

理
事
の
割
印
を
押
す
。

⑵
役
員
定
数
の
変
更

　

役
員
の
定
数
は
確
定
数
に
す
る
の
が

望
ま
し
い
が
、
や
む
を
え
ず
役
員
の
定

数
に
幅
を
も
た
せ
る
場
合
は
、
次
の
点

に
留
意
す
る
。

①
役
員
の
定
数
は
単
に
「
何
人
以
上
」

又
は
、「
何
人
以
内
」
と
記
載
し
な
い
こ

と
。

②
定
数
の
上
限
と
下
限
の
幅
は
、
下
限

の
３
分
の
１
以
内
に
す
る
こ
と
。

（
例
）
下
限
が
10
人
の
場
合

10
人
を
３
で
割
り
３
人
（
少
な
め
に
計

算
す
る
こ
と
）

「
10
人
以
上
13
人
以
内
」
と
す
る
の
が
適

当
。

③
定
数
の
上
限
と
下
限
の
差
が
１
名
の

と
き
は
「
何
人
又
は
何
人
」
と
記
載
す

る
こ
と
。

⑶
特
別
議
決

　

定
款
変
更
の
総
会
で
の
議
決
は
特
別

議
決
と
な
る
の
で
過
半
数
出
席
、
３
分

の
２
以
上
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
。

⑷ 

中
小
企
業
者
の
範
囲
の
改
正
に
係
る

定
款
の
変
更
に
つ
い
て

　

平
成
11
年
12
月
3
日
中
小
企
業
基
本

法
が
改
正
施
行
さ
れ
、
中
小
企
業
者
の

範
囲
が
左
記
の
と
お
り
改
正
さ
れ
て
い

る
の
で
、
定
款
中
、
中
小
企
業
等
協
同

組
合
法
第
７
条
第
３
項
の
公
正
取
引
委

員
会
へ
の
届
出
と
の
関
連
で
、
組
合
員

か
ら
組
合
へ
届
出
を
義
務
づ
け
て
い
る

条
文
（
事
業
協
同
組
合
模
範
定
款
例
第

18
条
、
商
工
組
合
模
範
定
款
例
第
17
条

〈
出
資
組
合
〉、
13
条
〈
非
出
資
組
合
〉）

の
改
正
が
必
要
と
な
る
。

　

記
中
小
企
業
の
範
囲
の
改
正

（
旧
） 

資
本
金 

従
業
員
数

製
造
業
そ
の
他 

１
億
円 

３
０
０
人

卸
売
業  

３
千
万
円 

１
０
０
人

小
売
・
サ
ー
ビ
ス
業 

１
千
万
円 

50
人

------------------------------------------------------------

（
新
） 

資
本
金 

従
業
員
数

製
造
業
そ
の
他 

3
億
円 

３
０
０
人

卸
売
業 

1
億
円 

１
０
０
人

小
売
業 

5
千
万
円 

50
人

サ
ー
ビ
ス
業 

5
千
万
円 

１
０
０
人

ゴ
ム
製
品
製
造
業 

３
億
円 

９
０
０
人

ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
業
及
び　

情
報
サ
ー
ビ
ス
業 

３
億
円 

３
０
０
人

旅
館
業 

5
千
万
円 

２
０
０
人

＊
ゴ
ム
製
品
製
造
業
に
つ
い
て
は
自
動

車
又
は
航
空
機
用
タ
イ
ヤ
及
び
チ
ュ
ー

ブ
製
造
業
並
び
に
工
業
用
ベ
ル
ト
製
造

業
を
除
く

（
参
考
）
事
業
協
同
組
合
模
範
定
款
例

第
18
条　

組
合
員
は
、
次
の
各
号
の
一

つ
に
該
当
す
る
と
き
は
、
7
日
以
内
に

本
組
合
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
氏
名
及
び
名
称
（
法
人
た
る
組
合
員

に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
そ
の
代
表
者

名
）

⑵
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、

若
く
は
廃
止
し
た
と
き

⑶
資
本
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
何
万

円
を
超
え
、
か
つ
、
常
時
使
用
す
る
従

業
員
の
数
が
何
人
を
超
え
た
と
き

4
議
事
録
の
作
成

⑴
総
会
の
議
事
録

　

06
年
の
「
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関

係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」
に

よ
り
記
載
内
容
が
変
更
に
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
再
度
確
認
し
て
お
く
こ
と
と
す

る
。

　

総
会
議
事
録
に
つ
い
て
は
、

①
総
会
が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所

②
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果

③
出
席
し
た
理
事
及
び
監
事
の
氏
名

④
議
長
の
氏
名

⑤
議
事
録
作
成
に
係
る
職
務
を
行
な
っ

た
理
事
の
氏
名
、
を
記
載
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
総
会
議
事
録
に

つ
い
て
は
改
正
法
に
よ
り
、
署
名
（
又

は
記
名
押
印
）は
不
要
と
な
っ
た
。
な
お
、

従
来
の
記
載
事
項
（
改
正
前
組
合
法
、

団
体
法
が
準
用
し
て
い
た
旧
商
法
第

２
４
４
条
第
１
項
及
び
第
２
項
、
及
び

定
款
規
定
）
に
基
づ
き
既
に
作
成
さ
れ

た
議
事
録
に
つ
い
て
は
、「
③
出
席
し
た
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理
事
及
び
は
監
事
の
氏
名
」
中
の
「
監

事
の
氏
名
」
及
び
⑤
議
事
録
作
成
に
係

る
職
務
を
行
っ
た
理
事
の
氏
名
以
外
は

改
正
規
則
に
定
め
る
事
項
が
記
載
さ
れ

て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
総
会
議
事
録
に
あ
っ
て
は
、
監
事

が
出
席
し
て
い
た
場
合
に
は
従
来
の
議

事
録
に
監
事
の
氏
名
と
議
事
録
を
作
成

し
た
理
事
の
氏
名
を
追
加
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

ま
た
、
改
正
施
行
規
則
に
規
定
さ
れ

た
記
載
事
項
は
、
最
低
限
の
記
載
事
項

で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
記
載
し
て
い
た
「
招

集
年
月
日
」「
組
合
員
数
及
び
そ
の
出
席

者
数
」「
議
案
別
の
議
決
の
結
果
（
可
決
、

否
決
の
別
及
び
賛
否
の
議
決
権
数
）」
が

記
載
さ
れ
て
い
て
も
議
事
録
の
有
効
性

に
何
ら
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
か
ら
、

適
宜
記
載
し
て
差
し
支
え
な
い
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

＊
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
議
長
及
び
出

席
理
事
の
署
名
又
は
記
名
押
印
が
不
要

と
な
っ
た
が
、
既
存
の
多
く
の
組
合
で

は
、
定
款
と
の
整
合
性
を
確
保
す
る
観

点
か
ら
、
議
長
及
び
出
席
理
事
の
署
名

又
は
記
名
押
印
が
必
要
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
不
要
の
根
拠
が
準

用
し
て
い
た
商
法
第
２
４
４
条
第
２
項

「
議
事
録
ニ
ハ
（
略
）
議
長
並
ニ
出
席
シ

タ
ル
理
事
之
ニ
署
名
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」

の
条
文
が
改
正
に
伴
い
組
合
法
等
で
削

除
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。

　

一
方
、定
款
に
は
「
総
会
の
議
事
録
は
、

議
長
及
び
出
席
し
た
理
事
が
作
成
し
、

こ
れ
に
署
名
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
さ

れ
て
い
る
の
で
、
法
律
に
規
定
の
な
い

場
合
は
定
款
の
規
定
に
よ
る
の
で
、
定

款
変
更
を
行
な
わ
な
い
限
り
、
議
長
及

び
出
席
理
事
の
署
名
又
は
記
名
押
印
が

必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑵
理
事
会
の
議
事
録

　

理
事
会
議
事
録
に
つ
い
て
は
、
原
則

と
し
て
、

①
理
事
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び

そ
の
結
果

②
決
議
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て
特
別

の
利
害
関
係
を
有
す
る
理
事
が
あ
る
と

き
は
当
該
理
事
の
氏
名

③
理
事
会
に
出
席
し
た
理
事
及
び
監
事

の
氏
名

④
議
長
の
氏
名

　

を
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

　

な
お
、
従
来
の
記
載
事
項
（
改
正
前

組
合
法
、
団
体
法
が
準
用
し
て
い
た
旧

商
法
第
２
６
０
条
ノ
４
第
１
項
及
び
第

２
項
及
び
定
款
規
定
）
に
基
づ
き
既
に

作
成
さ
れ
た
理
事
会
議
事
録
に
つ
い
て

は
、「
②
決
議
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て

特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
理
事
が
あ

る
と
き
は
当
該
理
事
の
氏
名
」
以
外
は

改
正
規
則
に
定
め
る
事
項
が
記
載
さ
れ

て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、「
②
決
議
を
要
す
る
事

項
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す

る
理
事
が
あ
る
と
き
は
当
該
理
事
の
氏

名
」
及
び
「
④
理
事
会
に
出
席
し
た
監

事
の
氏
名
」
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ

の
旨
を
追
加
記
載
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
改
正
施
行
規
則
に
規
定
さ
れ

た
記
載
事
項
は
、
最
低
限
の
記
載
事
項

で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
記
載
し
て
い
た
「
招

集
年
月
日
」「
理
事
数
及
び
そ
の
出
席
者

数
」「
議
案
別
の
議
決
の
結
果
（
可
決
、

否
決
の
別
及
び
賛
否
の
議
決
権
数
並
び

に
賛
成
し
た
理
事
の
氏
名
及
び
反
対
し

た
理
事
の
氏
名
）」
が
記
載
さ
れ
て
い
て

も
議
事
録
の
有
効
性
に
何
ら
影
響
を
及

ぼ
さ
な
い
こ
と
か
ら
、
適
宜
記
載
し
て

差
し
支
え
な
い
も
の
と
考
え
る
。
な
お
、

理
事
会
議
事
録
に
つ
い
て
は
、
署
名
と

記
名
押
印
を
任
意
に
選
択
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
登
記
に
関

し
て
は
改
正
組
合
法
第
１
０
３
条
（
改

正
団
体
法
に
お
い
て
は
第
５
条
の
23
第

５
項
、
第
54
条
に
お
い
て
改
正
組
合
法

第
１
０
３
条
を
準
用
）
に
お
い
て
、
商

業
登
記
法
第
１
４
８
条
が
準
用
さ
れ
、

同
条
に
よ
り
商
業
登
記
規
則
が
適
用
さ

れ
て
お
り
、
従
来
ど
お
り
、
代
表
理
事

の
登
記
等
に
あ
っ
て
は
商
業
登
記
規
則

に
基
づ
き
記
名
押
印
が
求
め
ら
れ
る
場

合
が
あ
る
。

5
届
出
事
項
等

　

総
会
終
了
後
に
は
定
款
変
更
認
可
申

請
手
続
き
の
他
、
①
決
算
関
係
書
類
の

提
出
、
②
役
員
変
更
届
の
提
出
、
③
代

表
理
事
の
変
更
等
登
記
手
続
、
④
税
務

申
告
等
が
あ
る
。

①
決
算
関
係
書
類
の
届
出
は
、
総
会
終

了
後
２
週
間
以
内
。

②
役
員
変
更
届
は
、
役
員
の
氏
名
役
職

に
変
更
が
あ
っ
た
日
か
ら
２
週
間
以
内
。

③
代
表
理
事
の
変
更
登
記
等
も
、
変
更

後
２
週
間
以
内
で
あ
る
。
た
だ
し
、
出

資
の
総
口
数
及
び
払
込
済
出
資
総
額
の

変
更
の
登
記
は
、
事
業
年
度
終
了
後
４

週
間
以
内
で
よ
い
。
ま
た
定
款
変
更
を

伴
う
登
記
に
つ
い
て
は
、
認
可
書
到
達

後
２
週
間
以
内
で
あ
る
。

④
税
務
申
告
は
事
業
年
度
終
了
後
２
ヶ

月
以
内
だ
が
、
通
常
総
会
で
決
算
書
が

承
認
さ
れ
、
確
定
す
る
の
で
３
月
決
算

の
組
合
で
は
通
常
５
月
下
旬
に
提
出
す

る
の
が
殆
ど
で
あ
る
。
な
お
、
組
合
法

の
改
正
に
よ
る
会
計
監
査
期
間
の
関
係

か
ら
総
会
の
時
期
が
６
月
に
ず
れ
込
ん

だ
場
合
は
法
人
税
法
の
特
例
措
置
に
よ

り
６
月
中
の
申
告
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
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　特　　集■
議 事 録 例

第　回理事会議事録
　　　　　　　　　　　　　　　　×××組合

１．招集年月日　平成　年　月　日
２．開催日時及び場所
　⑴開催日時　平成　年　月　日（曜）午後　時
　⑵開催場所
３．理事数及び出席理事数
　⑴理事数　人
　⑵出席理事数　人
４．出席理事の氏名
５．出席監事の氏名
６．議長の氏名
７． 議決事項について特別の利害関係を有する理事

の氏名
　　　第△号議案について　○○○
８． 議事の経過の要領及びその結果（議案別の議決

の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数並
びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏
名）

　　 　定款の規定により理事長○○○議長席に着き、
直ちに議案の審議に入る。

　　第１号議案　平成○年度通常総会提出議案の件
　　 　議長は上記を提案して説明したところ、○○

○は原案に反対したが、他の理事全員が賛成し
たので原案どおり決定した。

　　　議決権数　個
　　　賛成理事の氏名　
　　　反対理事の氏名　
　　　　　　　　（省略）
　　 　以上ですべての議案の審議を終了し、午後　

時　分に閉会した。
　　　　　　
　　　　平成　年　月　日
　　　　　　　　　　
　　　　議長・理事　　　　　　　○○○　印
　　　　出席理事　　　　　　　　○○○　印

　　　　出席理事　　　　　　　　○○○　印

第　年度○○総会議事録
　　　　　　　　　　　　　　　　×××組合

１．招集年月日　平成　年　月　日
２．開催日時及び場所
　⑴開催日時　平成　年　月　日（曜）午後　時
　⑵開催場所
３．組合会員数及び出席組合員数
　⑴組合員数　名
　⑵出席組合員数　名
　　内訳（本人出席　名、委任状出席　名、
　　書面出席　名）
４．出席理事の氏名
５．出席監事の氏名
６．議長の氏名
７．議事録作成に係る職務を行った理事の氏名
８．議長選任の経過
　　 定刻に至り司会者○○○開会を宣し、本日の（通

常）総会は出席組合員が法定数を満たしている
ので有効に成立した旨を告げ、議長の選任方法
を諮ったところ、満場一致をもって○○○が選
任され議案の審議に入った。

９． 議事の経過の要領及びその結果（議案別の議決
の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数）

　　第１号議案　平成○年度決算関係書類承認の件
　　 　議長は原案を○○○に説明させた後これを議

場に諮ったところ、満場一致をもって原案どお
り承認した。

　　　　　　　　（省略）
　　　議長は以上をもって議案の全部を修了した　
　　旨を告げ、閉会を宣した。
　　　時に午後　時　分
　　 　上記の議事の明確なるを証するため、本議事

録を作成し、議長及び出席理事は次ぎのとおり
記名押印する。

　
　　　平成　年　月　日

　　　　議長・理事　　○○○　印
　　　　出席理事　　　○○○　印

　　　　出席理事　　　○○○　印

…

…




